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栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条

例（平成 10 年栃木県条例第 37 号）の見直しに当たり、栃木県環境基本条例（平

成８年３月 28 日栃木県条例第２号）第 24 条第２項の規定に基づき、貴審議会

の意見を求めます。 
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諮 問 理 由 書 

 

本県では、土砂等の埋立て等に伴う土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もっ

て県民の生活の安全の確保と生活環境の保全を図ることを目的に、平成 11 年４

月から栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関す

る条例（平成 10 年栃木県条例第 37 号。以下「県土砂条例」という。）を施行

し、土砂等の埋立て等について必要な規制を行っているところです。 

今般、令和３年７月に静岡県熱海市において発生した土石流災害を踏まえ、盛

土等に伴う災害の発生の防止を目的として、危険な盛土等を全国一律の基準で

包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以

下「盛土規制法」という。）が本年５月に施行されました。 

県土砂条例における目的のひとつである災害の発生の防止と、盛土規制法の

制定目的が重複している状況を踏まえ、県土砂条例により行ってきた規制のあ

り方を見直すに当たり、貴審議会の意見を求めるものです。 

 



【参考資料①】 

県土砂条例による規制のあり方について 

１ 栃木県土砂条例について 

  栃木県では、外部から搬入した土砂等により 3,000 ㎡以上の面積の埋立て等（埋立て・盛土・

一時たい積）を行う場合、県土砂条例に基づく許可を受ける必要がある。 

  今回、盛土規制法及び土壌汚染対策法等との関係を整理する。 

２ 盛土規制法と県土砂条例の比較 

 盛土規制法 県土砂条例 (参考)市町の状況 

目的 災害の発生の防止 土壌の汚染の防止 

災害の発生の防止 
・８市町 

 県土砂条例の適用 

除外（独自条例） 

 

・17 市町 

 3,000 ㎡未満の 

埋立て等を規制 

許可対象 盛土・切土 

一定の高さを生じるもの 

一定の面積を超えるもの 

           等 

外部搬入土砂等による 

3,000 ㎡以上の埋立て等 

※切土、同一区域内の盛土 

は対象外 

土壌汚染 

防止規制 

なし あり 

３ 土壌汚染防止に係る規制 

 ・外部から搬入する土砂等による土壌の汚染の防止に対応しているのは、県土砂条例のみ。 

 土壌汚染対策法 栃木県生活環境の保全等

に関する条例 

県土砂条例 

規制概要 土壌汚染の疑いがある

土地の調査、 

汚染土壌対策 

有害物質を含む汚水の地

下浸透の禁止 

（土壌に関する規定のみ） 

汚染土砂等の搬入禁止 

 ※一部の市町土砂条例では、改良土（土砂等又は建設汚泥にセメントや石灰を混合し、化学的安定

処理したもの）規制、水素イオン濃度規制及び県外土砂搬入規制などの規制を導入している。 

４ スケジュール（案） 

日 程 審 議 会 備 考 

令和５年 10 月 

令和５年11月～令和６年２月 

令和６年２月 

環境審議会【諮問】 

部会【審議】 

環境審議会【答申】 

 

 

令和６年度中 

令和７年５月まで 

 議会上程 

改正条例施行 

※盛土規制法の区域指定に

併せて施行 
 



宅地造成及び特定盛土等規制法
（盛土規制法・R5.5.26施行）

栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染
及び災害の発生の防止に関する条例
（県土砂条例・H11.4.1施行）

目的
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害
の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、
もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

土砂等の埋立て等について必要な規制を行
うことにより、土壌の汚染及び災害の発生
を防止し、もって県民の生活の安全を確保
するとともに、生活環境の保全を図ること
を目的とする。

区域

宅地造成等工事規制区域（宅造区域）

市街地や集落、その周辺など、人家等
が存在するエリア

特定盛土等規制区域（特盛区域）

市街地や集落等からは離れているもの
の、地形等の条件から人家等に危害を
及ぼしうるエリア（斜面地等）

指定なし＝県土全域

許可対象
・１m超の崖を生ずる盛土
・２m超の崖を生ずる切土
・500㎡超切土又は盛土 等

・２m超の崖を生ずる盛土
・５m超の崖を生ずる切土
・3,000㎡超切土又は盛土 等

・3,000㎡以上埋立て等（県条例）
※500㎡又は1,000㎡以上、
下限値なし埋立て等（市町条例）

※県条例適用除外市町あり

安全基準
(土壌汚染等)

基準なし
・カドミウム、ヒ素等項目に応じた基準あり
→搬入土砂等分析、
水質検査及び地質検査

土砂等搬入
関係規制

なし
・土砂等の搬入の届出
・土砂等管理台帳の作成
・搬入車両への表示

１．盛土規制法と県土砂条例 【参考資料②】



２．盛土規制法と県土砂条例～許可対象行為の区別～

盛土規制法

3,000㎡
以上の面積

※区域外から
の土砂搬入を
前提

県土砂条例

許可対象

許可対象外

埋立て

盛土

一時たい積

切土

※災害の発生するおそれがないと認められる工事は規制対象外
例）盛土又は切土の厚さが30cmを超えないもの




